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日本損害保険協会四国支部愛媛損保会（会長 竹川和宏：損害保険ジャパン株式会社 愛媛支店長)では、

愛媛県防災危機管理課と共同で火災保険や地震保険普及を目的としたチラシを作成しました。 

愛媛県は、平成30年西日本豪雨で被害を受けた県民も多くおり、なかには保険未加入だったために生活再

建が進まず困った経験をされた方がいらっしゃいます。その経験を踏まえて、生活再建には多くの費用がか

かること、地震保険は火災保険とは別に加入が必要であること、水災補償は必ず火災保険についているもの

ではないことを周知するため、愛媛県と共同でチラシを作成しました。また、保険が使えると言って高額な

手数料を取る災害便乗商法への注意喚起も掲載しています。 

作成したチラシは愛媛県内の防災イベントでの活用や県内のスーパーやコンビニエンスストア等に設置す

る予定です。 

当協会四国支部では、引続き行政等と連携しつつ、県民の被害防止を目的とした損害保険普及に係る取組

みを推進してまいります。 

 

 

 

愛媛県と共同で保険普及チラシを作成 

～もしもの時の生活再建には「自助」による保険の備えが必要であることを周知～ 

愛媛県と共同で作成した保険普及チラシ 


